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TRIAS 15-R153-01 

後面衝突時における燃料漏れ防止試験（協定規則第 153 号） 

 

1. 総則 

燃料タンク及び配管の燃料漏れ防止の試験の実施にあたっては、「道路運送車両の保安基準の

細目を定める告示」（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）に定める「協定規則第 153 号の技術

的な要件」の規定及び本規定によるものとする。 

2. 測定等の取扱い 

 2.1.  試験自動車重量 

 小数第 1位を四捨五入し、整数位までとする。 

 2.2.  燃料タンクの容量 

     タンク毎の容量を「＋」の記号を間に入れ記入する。 

     記入値は小数第1位以下を切り捨て整数位までとする。ただし、容量が10L未満のものに 

     あっては小数第2位以下を切り捨て小数第1位までとする。 

 2.3.  衝突速度 

     小数第2位を四捨五入し、小数第1位までとする。 

 2.4.  中心ずれ 

     小数第 1位を四捨五入し、整数位までとする。 

 2.5.  代用液体の性状 

     小数第 2位を四捨五入し、小数第 1位までとする。 

 2.6.  燃料漏れ量 

     小数第 1位を四捨五入し、整数位までとする。 

3. 試験記録及び成績 

   試験記録及び成績は、該当する付表の様式に記入する。 

   なお、付表の様式は日本語又は英語のどちらか一方とすることができる。 

 3.1.  当該試験時において該当しない箇所には斜線を引くこと。 

 3.2.  記入欄は、順序配列を変えない範囲で伸縮することができ、必要に応じて追加してもよ 

     い。 
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型式
Type

車台番号

2.試験成績
Test results

名称

Viscosity
粘性

：
Specific gravity
比重

mm

衝突速度(1)

：

Collision speed

Annex 3　rear-end impact test

燃料タンクの容量

：
補足改訂番号
Supplement No.

：

種類
：

Type of charge

L

付表
Attached Table

試験担当者
Tested by

協定規則第153号

：

Kind of fuel
燃料の種類

：

Substitute fluid used

(2)

：

： km/h

：

：
Nomenclature

 Regulation No.153 of the 1958　Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe

充電装置形式

：

改訂番号
Series No.

Type
主電池(駆動用蓄電池)

：

内燃機関　　　　　　　　　
： ：

Internal combustion engine

：
類別

：
Variant

：

車名
：

Make

試験場所
Test site

試験自動車
Test Vehicle

後面衝突時における燃料漏れの試験記録及び成績

Fuel leakage in rear collision Test Record Form

： ：
試験期日
Test date

電動機
Motor

kg

Main battery (Propulsion battery)
型式

附則3　後面衝突テスト

：

Kind

試験自動車重量
Test vehicle weight

Capacity of fuel tank

Chassis No.

原動機の型式
Type of Engine

使用した代用液体

Deviation from impact point
ずれ量
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適 / 否
Pass / Fail

適 / 否
Pass / Fail

適 / 否
Pass / Fail

1

2

In the case of a vehicle propelled by liquid fuel, compliance with paragraphs
5.2.1.1. to 5.2.1.2. shall be shown.

 衝突時の燃料供給装置からの液体漏出は微量にとどまるものとする。
No more than slight leakage of liquid from the fuel-feed installation shall
occur on collision.

5.2.1.1.

5.2.1.2. 衝突後に燃料供給装置からの連続的な液体漏出がある場合、その
漏出量は30 g／分を超えないものとする。燃料供給システムからの液
体が他のシステムからの液体と混ざり、種類の異なる液体を容易に分
離および特定できない場合は、回収したすべての液体を連続漏出の
評価対象に含めるものとする。

If there is continuous leakage of liquid from the fuel-feed installation after
the collision, the rate of leakage shall not exceed 30 g/min; if the liquid
from the fuel-feed system mixes with liquids from the other systems and the
various liquids cannot easily be separated and identified, all the liquids
collected shall be taken into account in evaluating the continuous leakage.

測定時間 (min)
Measurement time

5.2.1. 液体燃料によって推進される車両の場合には、5.2.1.1.項から
5.2.1.2.項への適合を証明するものとする。

適合性
ConformityParagraph Contents

要件(Requirements)

min g/ming

燃料漏れが有る場合には、次表に必要事項を記入すること。
If fuel leakage should occur, make nesessary entries in the table below.

基準値 ≦ 30 g/min
Criteria

燃料系の概略説明図（燃料漏れ箇所があった場合のみ記入すること。）
Brief description diagram of fuel system（This entry is required only for cases where fuel leakage occurs.）

説明図
Description diagram

燃料漏れ箇所
Fuel leak point

合計漏れ量 (g)
Total amount of leakage
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